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総合評価落札方式（簡易評価型）における配置技術者のＣＰＤ評価基準の見直し及び 

適用時期の再周知について（通知） 

 

「新型コロナウイルス感染症の拡大防止対応に伴う総合評価落札方式（簡易評価型）におけるＣＰＤ

評価の適用時期の延期について（通知）」（令和２年４月９日付第２０２００００１２５５９号鳥取県総務部営

繕課長通知）のとおり、令和３年４月１日以降に調達公告をする建設工事から、総合評価落札方式（簡

易評価型）における配置技術者の評価として、ＣＰＤ単位数を採点項目に適用することを再周知しま

す。 

また、今年度の新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴うＣＰＤ加点対象講習会の中止・延期等の

状況を踏まえ、下記のとおり、配置技術者のＣＰＤ評価基準における、学習履歴の有効期間を定めまし

たので、貴会員の皆様にもご周知いただきますようお願いします。 

（担当：技術企画担当 堀、野田 内線：７３９６、７３９４） 

 

記 

１ 対象となる建設工事 

建築一般、電気及び管工事の A 級対象工事のうち、配置技術者の専任を要する工事（建築：７,０００

万円、電気・管工事：３,５００万円以上）を対象 

 

２ 学習履歴証明書の証明日の有効期間（別添参照） 

年度 
配置技術者のＣＰＤ評価基準 

（変更後） （変更前） 

令和３年度 ５単位／４年間 ５単位／３年間 

令和４年度 １０単位／４年間 １０単位／３年間 

令和５年度 １５単位／４年間 １５単位／３年間 

令和６年度 ２０単位／５年間 ２０単位／４年間 

令和７年度 ２５単位／６年間 ２５単位／５年間 

令和８年度以降 ２５単位／５年間 

 

３ 適用時期 

令和３年４月１日から適用とする。 


